
別記様式第６ 鑑定評価書（ 年地価調査）

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基

準

地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等　　

③形状

①範囲　　　　

④敷地の利用の現 ⑤周辺の土地の利用の状
況

⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

⑨法令上の規制等

(2)

近

隣

地

域

③標準的画地の形状等

④地域的特性　

⑤地域要因の将

(3)最有効使用の判定　

東 ｍ、西 南 北ｍ、 ｍｍ、 ②標準的使用

間口　約 ｍ、 奥行　約 ｍ、 規模 ㎡程度、 形状

特記

事項

街

路

②地積

（㎡） ( )

処理施
設状況

交通

施設

法令

規制

取引事例比較法

収益還元法　　

原価法　　　　

比準価格

収益価格

積算価格

円／㎡

円／㎡

円／㎡

(4)対象基準地
　 の個別的要

①　代表標準地　　標準地

標準地番号

⑦

内

訳

②時点 ③標準化 ⑤個別的 ⑥対象基準地
　修正 　補正 　要因の

　比較 　（円／㎡）

100

　接近の状況　　　　

　来予測

況

(5)鑑定評価の手法
　 因

(8)

公規価

示準格

価と

格し

をた

(9)

指か

定ら

基の

準検

地討

(10)

対年ら

象標の

基準検

準価討

地格

の等

前か

①指定基準地番号

－

公示価格

円／㎡

－

円／㎡

前年指定基準地の価格

][

][

100

④地域要
　因の比
　較　　

][

100

100

][

　の規準価格

②時点 ③標準化 ⑤個別的 ⑥対象基準地
　修正 　補正 　要因の

　比較 　（円／㎡）

100

][

][

100

④地域要
　因の比
　較　　

][

100

100

][

　の比準価格
⑦

内

訳

標

準

化

補

正

　街路

　交通

　環境

　画地

　行政

その他

標

準

化

補

正

　街路

　交通

　環境

　画地

　行政

その他

地

域

要

因

　街路

　交通

　環境

　行政

その他

地

域

要

因

　街路

　交通

　環境

　行政

その他

①－２基準地が共通地点(代表標準地等と同一地点)
である場合の検討

　前年標準価格

　標準地番号 －

円／㎡

円／㎡　　　公示価格

②変動率 年間 半年間％ ％

③

価 変

格 動

形 状

成 況

要

因

の

一般的

要 因

地 域

要 因

個別的

要 因

住宅 中規模一般住宅、農家住
宅等が建ち並ぶ既成住宅
地域

第一安和停90 m

琉球セメント屋部工場に近接
する住宅地域

基準方位北　　　
３．７ｍ市道

第一安和停北方90 m

名護市の人口は微増しているが、区画整理地域にアパートの建築が続
き、やや供給過多の傾向がみられる。

市街地から離れた利便性がやや劣る既成住宅地域であり、特に地域要
因に変化はない。

規模・形状は標準的であるが、方位が南西で二方路であり、日照・通
風及び出入りの利便性等の関係から市場選好性がやや高い。

近隣地域は、名護市の中心市街地から離れた既成住宅地域であり、利便性が高くなくセメント工場も近くにあり
居住環境がやや劣るため市場性は高くない。地価水準は、横ばい傾向で推移するものと予測される。

年 月 日

年 月 日

更地としての鑑定評価

１㎡当たりの価格

(４)鑑定評価日

(５)価格の種類

円／㎡[　　 　年1月]

鑑定評価額

(１)価格時点

(２)実地調査日

(３)鑑定評価の条件

円

年 月 日

円／㎡

正常価格

１ 基本的事項

(６)

路線価又は倍率

倍率種別

倍
路
線
価

(7)試算価格の調整・

　 額の決定の理由　　　
　 検証及び鑑定評価

(6)市場の特性

比準価格は、市内の価格帯が下位の取引事例に適切な補修正・比較を行ったもので市場実態を反映し規範性が高い。収
益還元法は、当該地域が、戸建住宅を中心とする地域であり、賃貸住宅は殆どなく賃貸市場が未成熟であるので適用し
なかった。本件においては比準価格を採用し、一般的要因の分析検討を行い、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

同一需給圏は、名護市において価格水準が下位の既成住宅地域。主たる需要者は、当該地域が市街地辺縁に存すること
から当該地域に地縁のある個人であると判断される。名護市は、人口は微増傾向にあるものの区画整理事業地域から良
質の宅地が大量に供給されているため既成住宅地の市場性はやや低迷し、その地価は横ばいで推移している。主たる価
格帯は、１８，０００円／㎡前後であり、総額では９００万円前後、面積は３００～５００㎡となっている。

①－１対象基準地の検討
継続　　新規

代表標準地　　標準地

宅地-1

日提出年 月

名護(県) － 1

開発法　　　　 開発法による価格 円／㎡

の適用

印

業者名

氏名

基準地番号 提出先 所属分科会名

平成 30

平成 30 7 1

平成 30 7 9

名護(県)　 － 1 沖縄県 沖縄 不動産鑑定士 大嶺　克成

株式会社まるい鑑定所

平成 30 6 29

平成 30 7 6

（その他）

名護市字安和渡地原８５番 504

1：1.5 ＲＣ 2

南西3.7 m

市道、

背面道

水道

（都） 
(60,200)

(70,200)

150 200 100 100 低層住宅地

19 26 500 ほぼ長方形

（都） 
(60,200)

低層住宅地 方位 +1.0
二方路 +2.0

17,900

／

／

／

平成30

1.1

9,020,000 17,900

□ □

□ □

□ □

■
17,900

0.0



別記様式第６ 鑑定評価書（ 年地価調査）

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基

準

地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等　　

③形状

①範囲　　　　

④敷地の利用の現 ⑤周辺の土地の利用の状
況

⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

⑨法令上の規制等

(2)

近

隣

地

域

③標準的画地の形状等

④地域的特性　

⑤地域要因の将

(3)最有効使用の判定　

東 ｍ、西 南 北ｍ、 ｍｍ、 ②標準的使用

間口　約 ｍ、 奥行　約 ｍ、 規模 ㎡程度、 形状

特記

事項

街

路

②地積

（㎡） ( )

処理施
設状況

交通

施設

法令

規制

取引事例比較法

収益還元法　　

原価法　　　　

比準価格

収益価格

積算価格

円／㎡

円／㎡

円／㎡

(4)対象基準地
　 の個別的要

①　代表標準地　　標準地

標準地番号

⑦

内

訳

②時点 ③標準化 ⑤個別的 ⑥対象基準地
　修正 　補正 　要因の

　比較 　（円／㎡）

100

　接近の状況　　　　

　来予測

況

(5)鑑定評価の手法
　 因

(8)

公規価

示準格

価と

格し

をた

(9)

指か

定ら

基の

準検

地討

(10)

対年ら

象標の

基準検

準価討

地格

の等

前か

①指定基準地番号

－

公示価格

円／㎡

－

円／㎡

前年指定基準地の価格

][

][

100

④地域要
　因の比
　較　　

][

100

100

][

　の規準価格

②時点 ③標準化 ⑤個別的 ⑥対象基準地
　修正 　補正 　要因の

　比較 　（円／㎡）

100

][

][

100

④地域要
　因の比
　較　　

][

100

100

][

　の比準価格
⑦

内

訳

標

準

化

補

正

　街路

　交通

　環境

　画地

　行政

その他

標

準

化

補

正

　街路

　交通

　環境

　画地

　行政

その他

地

域

要

因

　街路

　交通

　環境

　行政

その他

地

域

要

因

　街路

　交通

　環境

　行政

その他

①－２基準地が共通地点(代表標準地等と同一地点)
である場合の検討

　前年標準価格

　標準地番号 －

円／㎡

円／㎡　　　公示価格

②変動率 年間 半年間％ ％

③

価 変

格 動

形 状

成 況

要

因

の

一般的

要 因

地 域

要 因

個別的

要 因

住宅 一般住宅及び農家住宅等
が混在し、アパートも見
られる既成住宅地域

伊差川停270 m

特記すべき事項はない 基準方位北、４ｍ
市道

伊差川停　北東方270 m

人口約６．２万人、国頭郡の中心都市として発展し今後、観光客増加
等リゾート開発に係る経済活性化、雇用情勢の改善等が期待される。

地域要因に格別の変動はない

接面方位（南東・北東）＋２％　角地＋１％

当該地域は、市立羽地小学校南側の低層住宅地地域として熟成しており、地域要因に格別の変動はないため、当
分の間は現状を維持すると予測する。地価は地域における底値感の浸透から横這い傾向にある。

年 月 日

年 月 日

更地としての鑑定評価

１㎡当たりの価格

(４)鑑定評価日

(５)価格の種類

円／㎡[　　 　年1月]

鑑定評価額

(１)価格時点

(２)実地調査日

(３)鑑定評価の条件

円

年 月 日

円／㎡

正常価格

１ 基本的事項

(６)

路線価又は倍率

倍率種別

倍
路
線
価

(7)試算価格の調整・

　 額の決定の理由　　　
　 検証及び鑑定評価

(6)市場の特性

県道７１号線等幹線道路の背後地域は、市中心部からの外延的発展により虫食い的に宅地化の進展が認められるも宅地
供給は限定的であり、依然として分家住宅など自己使用目的の取引が支配的である。住民転出入の少ない地域で、借地
よりも所有が上位にあり、公営住宅を除き、アパート等の第三者賃貸市場は未成熟であることから収益価格は試算せず
、類似の標準地からの検討を踏まえ、比準価格をもって鑑定評価額を上記のとおり決定した。

同一需給圏は名護市中心市街地北側外延部の既成住宅地域一円。需要者の中心は自己の居住用不動産市場に参入する隣
地所有者、地域事情に精通する周辺住民等が想定される。旧農家集落で周辺は空地、未利用地等も多く、土地の熟成度
は概して低い。買手市場の下、近隣地域及び類似地域内における戸建住宅需要の引き合いは普通程度で、地価は横這い
傾向にある。土地は３００㎡前後で９００万円程度、中古戸建１，９００万円程度の物件が需要の中心である。

①－１対象基準地の検討
継続　　新規

代表標準地　　標準地

宅地-1

日提出年 月

名護(県) － 2

開発法　　　　 開発法による価格 円／㎡

の適用

印

業者名

氏名

基準地番号 提出先 所属分科会名

平成 30

平成 30 7 1

平成 30 7 9

名護(県)　 － 2 沖縄県 沖縄 不動産鑑定士 山内　博人

株式会社　バード不動産鑑定所

平成 30 7 2

平成 30 7 9

（その他）

名護市字伊差川伊差川原６２番 306

1：1.5 ＲＣ 2

南東4 m

市道、

北東側道

水道

（都） １低専
(40,80)

150 100 100 200 低層住宅地

14 21 300 長方形

（都） １低専
(40,80)

低層住宅地 方位 +2.0
角地                          +1.0

29,300

／

／

／

平成30 23,000

8,970,000 29,300

□ □■

38,100

名護 3

100.0

101.0 133.4

103.0
29,100

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

+1.0

+11.0

+19.0

0.0

0.0

□ □

□ □

■
29,300

0.0



別記様式第６ 鑑定評価書（ 年地価調査）

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基

準

地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等　　

③形状

①範囲　　　　

④敷地の利用の現 ⑤周辺の土地の利用の状
況

⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

⑨法令上の規制等

(2)

近

隣

地

域

③標準的画地の形状等

④地域的特性　

⑤地域要因の将

(3)最有効使用の判定　

東 ｍ、西 南 北ｍ、 ｍｍ、 ②標準的使用

間口　約 ｍ、 奥行　約 ｍ、 規模 ㎡程度、 形状

特記

事項

街

路

②地積

（㎡） ( )

処理施
設状況

交通

施設

法令

規制

取引事例比較法

収益還元法　　

原価法　　　　

比準価格

収益価格

積算価格

円／㎡

円／㎡

円／㎡

(4)対象基準地
　 の個別的要

①　代表標準地　　標準地

標準地番号

⑦

内

訳

②時点 ③標準化 ⑤個別的 ⑥対象基準地
　修正 　補正 　要因の

　比較 　（円／㎡）

100

　接近の状況　　　　

　来予測

況

(5)鑑定評価の手法
　 因

(8)

公規価

示準格

価と

格し

をた

(9)

指か

定ら

基の

準検

地討

(10)

対年ら

象標の

基準検

準価討

地格

の等

前か

①指定基準地番号

－

公示価格

円／㎡

－

円／㎡

前年指定基準地の価格

][

][

100

④地域要
　因の比
　較　　

][

100

100

][

　の規準価格

②時点 ③標準化 ⑤個別的 ⑥対象基準地
　修正 　補正 　要因の

　比較 　（円／㎡）

100

][

][

100

④地域要
　因の比
　較　　

][

100

100

][

　の比準価格
⑦

内

訳

標

準

化

補

正

　街路

　交通

　環境

　画地

　行政

その他

標

準

化

補

正

　街路

　交通

　環境

　画地

　行政

その他

地

域

要

因

　街路

　交通

　環境

　行政

その他

地

域

要

因

　街路

　交通

　環境

　行政

その他

①－２基準地が共通地点(代表標準地等と同一地点)
である場合の検討

　前年標準価格

　標準地番号 －

円／㎡

円／㎡　　　公示価格

②変動率 年間 半年間％ ％

③

価 変

格 動

形 状

成 況

要

因

の

一般的

要 因

地 域

要 因

個別的

要 因

住宅 一般住宅及び農家住宅が
混在する既成住宅地域

饒平名停130 m

特にない 基準方位　北　３
ｍ市道

饒平名停北方130 m

県内景気は拡大しており、地価の回復傾向が鮮明になる一方で下落す
る地域もあり、二極化する傾向がみられる。

当該地域に格別の変動要因はないが、やや需要が回復している傾向も
みられ、地価は上昇傾向にある。

特別な変動要因はないが、地域の標準的使用であり、相応の競争力を
有していると思料する。

農家住宅や戸建住宅が多い農家集落地域として熟成しており、特段の変動要因がないため、当面の間、現状のま
ま推移すると予測する。

年 月 日

年 月 日

更地としての鑑定評価

１㎡当たりの価格

(４)鑑定評価日

(５)価格の種類

円／㎡[　　 　年1月]

鑑定評価額

(１)価格時点

(２)実地調査日

(３)鑑定評価の条件

円

年 月 日

円／㎡

正常価格

１ 基本的事項

(６)

路線価又は倍率

倍率種別

倍
路
線
価

(7)試算価格の調整・

　 額の決定の理由　　　
　 検証及び鑑定評価

(6)市場の特性

比準価格は名護市内の類似した住宅地の取引事例から試算したものであり、規範性は高い。この地域はほとんどが戸建
住宅で、アパート経営など投資目的での取引はあまり見られないことから投資採算性を考慮する収益価格は規範性に欠
けるため、収益還元法は適用しなかった。本件においては、規範性の高い比準価格を採用して、指定基準地からの検討
を考慮のうえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

同一需給圏は名護市の郊外における既成住宅地域である。需要者は当該地域に地縁的選考性を有する地元住民が中心と
なる。名護市中心市街地への接近性に劣るため、需要は少ないがその一方で宅地の供給も少ないことから、取引価格の
水準は若干ではあるが上昇傾向にある。土地は総額２００万円から３００万円程度が取引の中心価格帯となっている。

①－１対象基準地の検討
継続　　新規

代表標準地　　標準地

宅地-1

日提出年 月

名護(県) － 3

開発法　　　　 開発法による価格 円／㎡

の適用

印

業者名

氏名

基準地番号 提出先 所属分科会名

平成 30

平成 30 7 1

平成 30 7 11

名護(県)　 － 3 沖縄県 沖縄 不動産鑑定士 髙平　光一

ニライカナイ・アセッツ・コンサルティング株式会社

平成 30 7 1

平成 30 7 7

（その他）

名護市字饒平名村内６４番 265

1.2：1 Ｗ 1

南3 m

市道、

三方路

水道

（都） 
(60,200)

200 100 90 100 低層住宅地

18 15 270 ほぼ長方形

（都） 
(60,200)

低層住宅地 方位                          +3.0
三方路                        +2.0

8,350

／

／

／

平成30

1.1

2,210,000 8,350

□ □

名護(県) 4

10,900

100.9

100.0 139.2

105.1
8,300

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-2.0

+42.0

0.0

0.0

□ □

□ □

■
8,300

+0.6



別記様式第６ 鑑定評価書（ 年地価調査）

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基

準

地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等　　

③形状

①範囲　　　　

④敷地の利用の現 ⑤周辺の土地の利用の状
況

⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

⑨法令上の規制等

(2)

近

隣

地

域

③標準的画地の形状等

④地域的特性　

⑤地域要因の将

(3)最有効使用の判定　

東 ｍ、西 南 北ｍ、 ｍｍ、 ②標準的使用

間口　約 ｍ、 奥行　約 ｍ、 規模 ㎡程度、 形状

特記

事項

街

路

②地積

（㎡） ( )

処理施
設状況

交通

施設

法令

規制

取引事例比較法

収益還元法　　

原価法　　　　

比準価格

収益価格

積算価格

円／㎡

円／㎡

円／㎡

(4)対象基準地
　 の個別的要

①　代表標準地　　標準地

標準地番号

⑦

内

訳

②時点 ③標準化 ⑤個別的 ⑥対象基準地
　修正 　補正 　要因の

　比較 　（円／㎡）

100

　接近の状況　　　　

　来予測

況

(5)鑑定評価の手法
　 因

(8)

公規価

示準格

価と

格し

をた

(9)

指か

定ら

基の

準検

地討

(10)

対年ら

象標の

基準検

準価討

地格

の等

前か

①指定基準地番号

－

公示価格

円／㎡

－

円／㎡

前年指定基準地の価格

][

][

100

④地域要
　因の比
　較　　

][

100

100

][

　の規準価格

②時点 ③標準化 ⑤個別的 ⑥対象基準地
　修正 　補正 　要因の

　比較 　（円／㎡）

100

][

][

100

④地域要
　因の比
　較　　

][

100

100

][

　の比準価格
⑦

内

訳

標

準

化

補

正

　街路

　交通

　環境

　画地

　行政

その他

標

準

化

補

正

　街路

　交通

　環境

　画地

　行政

その他

地

域

要

因

　街路

　交通

　環境

　行政

その他

地

域

要

因

　街路

　交通

　環境

　行政

その他

①－２基準地が共通地点(代表標準地等と同一地点)
である場合の検討

　前年標準価格

　標準地番号 －

円／㎡

円／㎡　　　公示価格

②変動率 年間 半年間％ ％

③

価 変

格 動

形 状

成 況

要

因

の

一般的

要 因

地 域

要 因

個別的

要 因

住宅 一般住宅及び農家住宅が
混在し、畑も見られる住
宅地域

源河入口停300 m

特にない 基準放棄　北　３
．５ｍ市道

源河入口停南東方300 m

県内景気は拡大しており、地価の回復傾向が鮮明になる一方で下落す
る地域もあり、二極化する傾向がみられる。

当該地域に格別の変動要因はないが、やや需要が回復する傾向がみら
れることから地価は上昇傾向にある。

特別な変動要因はないが、地域の標準的使用であり、相応の競争力を
有していると思料する。

当該地域は戸建住宅地として熟成しており、地域内に特段の変動要因がないため、当分の間、現状のまま推移す
ると予測する。

年 月 日

年 月 日

更地としての鑑定評価

１㎡当たりの価格

(４)鑑定評価日

(５)価格の種類

円／㎡[　　 　年1月]

鑑定評価額

(１)価格時点

(２)実地調査日

(３)鑑定評価の条件

円

年 月 日

円／㎡

正常価格

１ 基本的事項

(６)

路線価又は倍率

倍率種別

倍
路
線
価

(7)試算価格の調整・

　 額の決定の理由　　　
　 検証及び鑑定評価

(6)市場の特性

比準価格は名護市内の類似した住宅地の取引事例から試算したものであり、規範性は高い。この地域はほとんどが戸建
住宅で、アパート経営など投資目的での取引はあまり見られないことから投資採算性を考慮する収益価格は規範性に欠
けるため、収益還元法は適用しなかった。本件においては、規範性の高い比準価格を採用して、鑑定評価額を上記のと
おり決定した。

同一需給圏は名護市の郊外や隣接村における既成住宅地域である。需要者は当該地域に地縁的選考性を有する地元住民
が中心となる。名護市中心市街地への接近性に劣るため、需要は少ないがその一方で宅地の供給も少ないことから、結
果として需給はほぼ均衡しているが、やや取引価格水準が高い事例も散見されることから地価は若干の上昇傾向にある
と思料する。土地は総額３５０万円から４５０万円程度が取引の中心価格帯となっている。

①－１対象基準地の検討
継続　　新規

代表標準地　　標準地

宅地-1

日提出年 月

名護(県) － 4

開発法　　　　 開発法による価格 円／㎡

の適用

印

業者名

氏名

基準地番号 提出先 所属分科会名

平成 30

平成 30 7 1

平成 30 7 11

名護(県)　 － 4 沖縄県 沖縄 不動産鑑定士  髙平　光一          

ﾆﾗｲｶﾅｲ･ｱｾｯﾂ･ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸ゙株式会社

平成 30 7 1

平成 30 7 7

（その他）

名護市字源河浜原１１１７番 358

1：1.2 Ｂ 1

北3.5 m

市道

水道

（都） 
(60,200)

150 150 150 80 低層住宅地

18 20 350 ほぼ長方形

（都） 
(60,200)

低層住宅地 方位                          0.0

11,000

／

／

／

平成30

1.1

3,940,000 11,000

□ □

□ □

□ □

■
10,900

+0.9



別記様式第６ 鑑定評価書（ 年地価調査）

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基

準

地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等　　

③形状

①範囲　　　　

④敷地の利用の現 ⑤周辺の土地の利用の状
況

⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

⑨法令上の規制等

(2)

近

隣

地

域

③標準的画地の形状等

④地域的特性　

⑤地域要因の将

(3)最有効使用の判定　

東 ｍ、西 南 北ｍ、 ｍｍ、 ②標準的使用

間口　約 ｍ、 奥行　約 ｍ、 規模 ㎡程度、 形状

特記

事項

街

路

②地積

（㎡） ( )

処理施
設状況

交通

施設

法令

規制

取引事例比較法

収益還元法　　

原価法　　　　

比準価格

収益価格

積算価格

円／㎡

円／㎡

円／㎡

(4)対象基準地
　 の個別的要

①　代表標準地　　標準地

標準地番号

⑦

内

訳

②時点 ③標準化 ⑤個別的 ⑥対象基準地
　修正 　補正 　要因の

　比較 　（円／㎡）

100

　接近の状況　　　　

　来予測

況

(5)鑑定評価の手法
　 因

(8)

公規価

示準格

価と

格し

をた

(9)

指か

定ら

基の

準検

地討

(10)

対年ら

象標の

基準検

準価討

地格

の等

前か

①指定基準地番号

－

公示価格

円／㎡

－

円／㎡

前年指定基準地の価格

][

][

100

④地域要
　因の比
　較　　

][

100

100

][

　の規準価格

②時点 ③標準化 ⑤個別的 ⑥対象基準地
　修正 　補正 　要因の

　比較 　（円／㎡）

100

][

][

100

④地域要
　因の比
　較　　

][

100

100

][

　の比準価格
⑦

内

訳

標

準

化

補

正

　街路

　交通

　環境

　画地

　行政

その他

標

準

化

補

正

　街路

　交通

　環境

　画地

　行政

その他

地

域

要

因

　街路

　交通

　環境

　行政

その他

地

域

要

因

　街路

　交通

　環境

　行政

その他

①－２基準地が共通地点(代表標準地等と同一地点)
である場合の検討

　前年標準価格

　標準地番号 －

円／㎡

円／㎡　　　公示価格

②変動率 年間 半年間％ ％

③

価 変

格 動

形 状

成 況

要

因

の

一般的

要 因

地 域

要 因

個別的

要 因

住宅 一般住宅等が建ち並ぶ区
画整然とした住宅地域

名護市役所前停500 m

特にない 基準方位北　６ｍ
市道

名護市役所前停南東方
500 m

県内景気は拡大しており、地価の回復傾向が鮮明になる一方で下落す
る地域もあり、二極化する傾向がみられる。

当該地域に格別の変動要因はないため、今後とも現状を維持していく
と思料する。

特別な変動要因はないが、地域の標準的使用であり、相応の競争力を
有していると思料する。

比較的閑静な低層の住宅地域として熟成しており、特段の変動要因がないことから今後もこの状況を維持すると
予測する。地価水準は弱含みで推移すると予測する。

年 月 日

年 月 日

更地としての鑑定評価

１㎡当たりの価格

(４)鑑定評価日

(５)価格の種類

円／㎡[　　 　年1月]

鑑定評価額

(１)価格時点

(２)実地調査日

(３)鑑定評価の条件

円

年 月 日

円／㎡

正常価格

１ 基本的事項

(６)

路線価又は倍率

倍率種別

倍
路
線
価

(7)試算価格の調整・

　 額の決定の理由　　　
　 検証及び鑑定評価

(6)市場の特性

比準価格は名護市内の類似した住宅地の取引事例を採用して試算しており、市場性を反映した実証的な価格で規範性は
高い。周辺地域は共同住宅が散見されるものの、投資目的での取引は少なく、昨今の建築費高騰により収益性が見いだ
せないことから収益還元法は適用しなかった。本件においては、規範性の高い比準価格を採用して、鑑定評価額を上記
のとおり決定した。

同一需給圏は名護市内における住宅地域。需要者の中心は市内居住者であるが、北部の周辺町村からの転入もみられる
。名護市内における土地区画整理事業により環境が良好な宅地が大量供給されており、また、当該土地区画整理事業地
内の土地に需要が集中していることから、対象不動産が所在する地域の需要はやや弱い面がみられるため、地価水準は
下落傾向にある。土地の中心となる価格帯は５００万から７００万円程度と思料する。

①－１対象基準地の検討
継続　　新規

代表標準地　　標準地

宅地-1

日提出年 月

名護(県) － 5

開発法　　　　 開発法による価格 円／㎡

の適用

印

業者名

氏名

基準地番号 提出先 所属分科会名

平成 30

平成 30 7 1

平成 30 7 11

名護(県)　 － 5 沖縄県 沖縄 不動産鑑定士  髙平　光一          

ﾆﾗｲｶﾅｲ･ｱｾｯﾂ･ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸ゙株式会社

平成 30 7 1

平成 30 7 7

（その他）

名護市港２丁目６４９２番１８
｢港２－１２－２｣

177

1：1.2 ＲＣ 2

北東6 m

市道

水道、

下水

（都） １中専
(60,200)

50 80 60 60 低層住宅地

12 15 180 長方形

（都） １中専
(60,200)

低層住宅地 方位                          0.0

46,000

／

／

／

平成30 37,000

8,140,000 46,000

□ □

□ □

□ □

■
46,500

-1.1



別記様式第６ 鑑定評価書（ 年地価調査）

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基

準

地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等　　

③形状

①範囲　　　　

④敷地の利用の現 ⑤周辺の土地の利用の状
況

⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

⑨法令上の規制等

(2)

近

隣

地

域

③標準的画地の形状等

④地域的特性　

⑤地域要因の将

(3)最有効使用の判定　

東 ｍ、西 南 北ｍ、 ｍｍ、 ②標準的使用

間口　約 ｍ、 奥行　約 ｍ、 規模 ㎡程度、 形状

特記

事項

街

路

②地積

（㎡） ( )

処理施
設状況

交通

施設

法令

規制

取引事例比較法

収益還元法　　

原価法　　　　

比準価格

収益価格

積算価格

円／㎡

円／㎡

円／㎡

(4)対象基準地
　 の個別的要

①　代表標準地　　標準地

標準地番号

⑦

内

訳

②時点 ③標準化 ⑤個別的 ⑥対象基準地
　修正 　補正 　要因の

　比較 　（円／㎡）

100

　接近の状況　　　　

　来予測

況

(5)鑑定評価の手法
　 因

(8)

公規価

示準格

価と

格し

をた

(9)

指か

定ら

基の

準検

地討

(10)

対年ら

象標の

基準検

準価討

地格

の等

前か

①指定基準地番号

－

公示価格

円／㎡

－

円／㎡

前年指定基準地の価格

][

][

100

④地域要
　因の比
　較　　

][

100

100

][

　の規準価格

②時点 ③標準化 ⑤個別的 ⑥対象基準地
　修正 　補正 　要因の

　比較 　（円／㎡）

100

][

][

100

④地域要
　因の比
　較　　

][

100

100

][

　の比準価格
⑦

内

訳

標

準

化

補

正

　街路

　交通

　環境

　画地

　行政

その他

標

準

化

補

正

　街路

　交通

　環境

　画地

　行政

その他

地

域

要

因

　街路

　交通

　環境

　行政

その他

地

域

要

因

　街路

　交通

　環境

　行政

その他

①－２基準地が共通地点(代表標準地等と同一地点)
である場合の検討

　前年標準価格

　標準地番号 －

円／㎡

円／㎡　　　公示価格

②変動率 年間 半年間％ ％

③

価 変

格 動

形 状

成 況

要

因

の

一般的

要 因

地 域

要 因

個別的

要 因

住宅 中規模一般住宅と農家住
宅等が混在する住宅地域

辺野古停150 m

特記すべき事項はない 基準方位北、６．
５ｍ市道

辺野古停　南方150 m

人口約６．２万人、国頭郡の中心都市として発展し今後、観光客増加
等リゾート開発に係る経済活性化、雇用情勢の改善等が期待される。

地域要因に格別の変動はない

接面方位（北西・南西・北東）＋１％　三方路＋２％

当該地域は、米軍基地「キャンプシュワーブ」南側に隣接する低層住宅地地域として熟成しており、地域要因に
格別の変動はなく、当分の間は現状を維持すると予測する。地価は住宅需要の強まりから上方調整過程にある。

年 月 日

年 月 日

更地としての鑑定評価

１㎡当たりの価格

(４)鑑定評価日

(５)価格の種類

円／㎡[　　 　年1月]

鑑定評価額

(１)価格時点

(２)実地調査日

(３)鑑定評価の条件

円

年 月 日

円／㎡

正常価格

１ 基本的事項

(６)

路線価又は倍率

倍率種別

倍
路
線
価

(7)試算価格の調整・

　 額の決定の理由　　　
　 検証及び鑑定評価

(6)市場の特性

米軍基地や丘陵台地、河川等により市街地連坦性が遮断・分断され、やや孤立した感のある既成住宅地域であり自己使
用不動産市場にある。近年、辺野古地区郊外や隣接の豊原地区等に虫食い的に戸建住宅開発が進展しているが、建築費
高騰期の下、民間アパートの建築等は限定的で、第三者賃貸需要はいまだ未成熟であることから収益価格は試算せず、
指定基準地との検討を踏まえ、比準価格をもって鑑定評価額を上記のとおり決定した。

同一需給圏は名護市南東部の既成住宅地域一円。需要者の中心は自己の居住用不動産市場に参入する隣地所有者、地域
事情に精通する周辺住民等が想定される。歴史的に血縁・親族等の集中する地縁的選好性の強い半農半漁の旧集居集落
で、所有権異動は相続・贈与が支配的である。土地取引は年数件程度と少ないが、有限な宅地環境の下、住宅需要の強
まりが認められる。土地は３５０㎡で５５０万円程度、中古戸建１，８００万円程度の物件が需要の中心である。

①－１対象基準地の検討
継続　　新規

代表標準地　　標準地

宅地-1

日提出年 月

名護(県) － 6

開発法　　　　 開発法による価格 円／㎡

の適用

印

業者名

氏名

基準地番号 提出先 所属分科会名

平成 30

平成 30 7 1

平成 30 7 9

名護(県)　 － 6 沖縄県 沖縄 不動産鑑定士 山内　博人

株式会社　バード不動産鑑定所

平成 30 7 2

平成 30 7 9

（その他）

名護市字辺野古辺野古原８５番外 344

2：1 ＲＣ 2

北西6.5 m

市道、

三方路

水道

（都） 
(60,200)

(70,200)

100 50 100 50 低層住宅地

23.5 15 350 ほぼ長方形

（都） 
(60,200)

低層住宅地 方位 +1.0
三方路                        +2.0

15,500

／

／

／

平成30

1.1

5,330,000 15,500

□ □

名護(県) 4

10,900

100.9

100.0 73.5

103.0
15,400

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-3.0

+1.0

-25.0

0.0

0.0

□ □

□ □

■
15,200

+2.0



別記様式第６ 鑑定評価書（ 年地価調査）

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基

準

地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等　　

③形状

①範囲　　　　

④敷地の利用の現 ⑤周辺の土地の利用の状
況

⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

⑨法令上の規制等

(2)

近

隣

地

域

③標準的画地の形状等

④地域的特性　

⑤地域要因の将

(3)最有効使用の判定　

東 ｍ、西 南 北ｍ、 ｍｍ、 ②標準的使用

間口　約 ｍ、 奥行　約 ｍ、 規模 ㎡程度、 形状

特記

事項

街

路

②地積

（㎡） ( )

処理施
設状況

交通

施設

法令

規制

取引事例比較法

収益還元法　　

原価法　　　　

比準価格

収益価格

積算価格

円／㎡

円／㎡

円／㎡

(4)対象基準地
　 の個別的要

①　代表標準地　　標準地

標準地番号

⑦

内

訳

②時点 ③標準化 ⑤個別的 ⑥対象基準地
　修正 　補正 　要因の

　比較 　（円／㎡）

100

　接近の状況　　　　

　来予測

況

(5)鑑定評価の手法
　 因

(8)

公規価

示準格

価と

格し

をた

(9)

指か

定ら

基の

準検

地討

(10)

対年ら

象標の

基準検

準価討

地格

の等

前か

①指定基準地番号

－

公示価格

円／㎡

－

円／㎡

前年指定基準地の価格

][

][

100

④地域要
　因の比
　較　　

][

100

100

][

　の規準価格

②時点 ③標準化 ⑤個別的 ⑥対象基準地
　修正 　補正 　要因の

　比較 　（円／㎡）

100

][

][

100

④地域要
　因の比
　較　　

][

100

100

][

　の比準価格
⑦

内

訳

標

準

化

補

正

　街路

　交通

　環境

　画地

　行政

その他

標

準

化

補

正

　街路

　交通

　環境

　画地

　行政

その他

地

域

要

因

　街路

　交通

　環境

　行政

その他

地

域

要

因

　街路

　交通

　環境

　行政

その他

①－２基準地が共通地点(代表標準地等と同一地点)
である場合の検討

　前年標準価格

　標準地番号 －

円／㎡

円／㎡　　　公示価格

②変動率 年間 半年間％ ％

③

価 変

格 動

形 状

成 況

要

因

の

一般的

要 因

地 域

要 因

個別的

要 因

住宅 一般住宅や農家住宅のほ
か畑等も多く見られる住
宅地域

河知農協前停150 m

特にない 基準方位　北　４
．０ｍ市道

河知農協前停北方150 m

県内景気は拡大しており、地価の回復傾向が鮮明になる一方で下落す
る地域もあり、二極化する傾向がみられる。

当該地域に格別の変動要因はないため、今後とも現状を維持していく
と思料する。

特別な変動要因はないが、地域の標準的使用であり、相応の競争力を
有していると思料する。

当該地域は戸建住宅や農家住宅が多い地域で熟成しており、特段の変動要因がないため、当面の間、現状を維持
すると予測する。

年 月 日

年 月 日

更地としての鑑定評価

１㎡当たりの価格

(４)鑑定評価日

(５)価格の種類

円／㎡[　　 　年1月]

鑑定評価額

(１)価格時点

(２)実地調査日

(３)鑑定評価の条件

円

年 月 日

円／㎡

正常価格

１ 基本的事項

(６)

路線価又は倍率

倍率種別

倍
路
線
価

(7)試算価格の調整・

　 額の決定の理由　　　
　 検証及び鑑定評価

(6)市場の特性

比準価格は名護市内の類似した住宅地の取引事例から試算したものであり、規範性は高い。この地域は共同住宅が散見
されるものの、投資目的での取引は少なく、昨今の建築費高騰により収益性が見いだせないことから収益還元法は適用
しなかった。本件においては、規範性の高い比準価格を採用して、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

同一需給圏は名護市の北西部を中心とした既成住宅地域である。需要者は当該地域に地縁的選考性を有する地元住民が
中心であり、他市町村からの転入は少ない。名護市内における土地区画整理事業地の人気が高く、相対的に当該地域に
おける引き合いは少ない。また、地域内の取引動向をみると、宅地供給は少ないものの需要はさらに弱いため、地価は
下落傾向にある。

①－１対象基準地の検討
継続　　新規

代表標準地　　標準地

宅地-1

日提出年 月

名護(県) － 7

開発法　　　　 開発法による価格 円／㎡

の適用

印

業者名

氏名

基準地番号 提出先 所属分科会名

平成 30

平成 30 7 1

平成 30 7 11

名護(県)　 － 7 沖縄県 沖縄 不動産鑑定士  髙平　光一          

ﾆﾗｲｶﾅｲ･ｱｾｯﾂ･ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸ゙株式会社

平成 30 7 1

平成 30 7 7

（その他）

名護市字我部祖河我部祖河１６１番 414

1.2：1 ＲＣ 1

南西4 m

市道

水道

（都） 
(60,200)

30 30 30 100 低層住宅地

20 20 400 ほぼ正方形

（都） 
(60,200)

低層住宅地 方位                          +1.0

18,400

／

／

／

平成30

1.1

7,620,000 18,400

□ □

□ □

□ □

■
18,600

-1.1



別記様式第６ 鑑定評価書（ 年地価調査）

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基

準

地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等　　

③形状

①範囲　　　　

④敷地の利用の現 ⑤周辺の土地の利用の状
況

⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

⑨法令上の規制等

(2)

近

隣

地

域

③標準的画地の形状等

④地域的特性　

⑤地域要因の将

(3)最有効使用の判定　

東 ｍ、西 南 北ｍ、 ｍｍ、 ②標準的使用

間口　約 ｍ、 奥行　約 ｍ、 規模 ㎡程度、 形状

特記

事項

街

路

②地積

（㎡） ( )

処理施
設状況

交通

施設

法令

規制

取引事例比較法

収益還元法　　

原価法　　　　

比準価格

収益価格

積算価格

円／㎡

円／㎡

円／㎡

(4)対象基準地
　 の個別的要

①　代表標準地　　標準地

標準地番号

⑦

内

訳

②時点 ③標準化 ⑤個別的 ⑥対象基準地
　修正 　補正 　要因の

　比較 　（円／㎡）

100

　接近の状況　　　　

　来予測

況

(5)鑑定評価の手法
　 因

(8)

公規価

示準格

価と

格し

をた

(9)

指か

定ら

基の

準検

地討

(10)

対年ら

象標の

基準検

準価討

地格

の等

前か

①指定基準地番号

－

公示価格

円／㎡

－

円／㎡

前年指定基準地の価格

][

][

100

④地域要
　因の比
　較　　

][

100

100

][

　の規準価格

②時点 ③標準化 ⑤個別的 ⑥対象基準地
　修正 　補正 　要因の

　比較 　（円／㎡）

100

][

][

100

④地域要
　因の比
　較　　

][

100

100

][

　の比準価格
⑦

内

訳

標

準

化

補

正

　街路

　交通

　環境

　画地

　行政

その他

標

準

化

補

正

　街路

　交通

　環境

　画地

　行政

その他

地

域

要

因

　街路

　交通

　環境

　行政

その他

地

域

要

因

　街路

　交通

　環境

　行政

その他

①－２基準地が共通地点(代表標準地等と同一地点)
である場合の検討

　前年標準価格

　標準地番号 －

円／㎡

円／㎡　　　公示価格

②変動率 年間 半年間％ ％

③

価 変

格 動

形 状

成 況

要

因

の

一般的

要 因

地 域

要 因

個別的

要 因

住宅 戸建住宅のほか共同住宅
等も建ちつつある区画整
然とした住宅地域

名護バスターミナル
450 m

区画整理事業が進捗し、住環
境が良好な地域

基準方位北　　　
６ｍ市道

名護バスターミナル北
西方
450 m

名護市の人口は微増しているが、区画整理地域にアパートの建築が続
き、やや供給過多の傾向がみられる。

区画整然とした住宅地であり、地域の熟成が進み市場性が高くなって
いる。

特に個別的要因の変動はない。

地域の熟成が進みつつある区画整理地域内の住宅地である。既成住宅地に比べ区画整理地域内の住宅地の選好性
が高く価格上昇が顕著である。当分の間この傾向のまま推移するものと思料する。

年 月 日

年 月 日

更地としての鑑定評価

１㎡当たりの価格

(４)鑑定評価日

(５)価格の種類

円／㎡[　　 　年1月]

鑑定評価額

(１)価格時点

(２)実地調査日

(３)鑑定評価の条件

円

年 月 日

円／㎡

正常価格

１ 基本的事項

(６)

路線価又は倍率

倍率種別

倍
路
線
価

(7)試算価格の調整・

　 額の決定の理由　　　
　 検証及び鑑定評価

(6)市場の特性

比準価格は、区画整理地域内の住宅地の取引事例を中心に適切な補修正・比較を行ったもので市場実態を反映し規範性
が高い。当該地域が第一種低層住居専用地域であり、行政的条件が厳しく収益性を指向して取引が行われる地域ではな
いため収益還元法は適用しなかった。本件においては比準価格を採用し、一般的要因の分析を踏まえ、鑑定評価額を上
記のとおり決定した。

同一需給圏は、名護市内の街区が整然とし、価格帯が中位の住宅地域である。主たる需要者は、戸建住宅を購入する目
的の個人を中心とする。近隣地域は、住環境が良好であることから人気が高く、既成住宅地域に比べ地価の上昇が顕著
である。主たる価格帯は３８，０００円／㎡程度が需給の中心であり、総額では１，２００万円前後、面積は２００～
３００㎡となっている。

①－１対象基準地の検討
継続　　新規

代表標準地　　標準地

宅地-1

日提出年 月

名護(県) － 8

開発法　　　　 開発法による価格 円／㎡

の適用

印

業者名

氏名

基準地番号 提出先 所属分科会名

平成 30

平成 30 7 1

平成 30 7 9

名護(県)　 － 8 沖縄県 沖縄 不動産鑑定士 大嶺　克成

株式会社まるい鑑定所

平成 30 6 29

平成 30 7 6

（その他）

名護市宇茂佐の森１丁目１１番２ 319

1：1.5 ＲＣ 1

北東6 m

市道

水道、

下水

（都） １低専
(50,100)

130 200 100 150 低層住宅地

15 21 300 長方形

（都） １低専
(50,100)

低層住宅地 方位 0.0

38,400

／

／

／

平成30 29,000

12,200,000 38,400

□ □

□ □

□ □

■
35,900

+7.0



別記様式第６ 鑑定評価書（ 年地価調査）

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基

準

地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等　　

③形状

①範囲　　　　

④敷地の利用の現 ⑤周辺の土地の利用の状
況

⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

⑨法令上の規制等

(2)

近

隣

地

域

③標準的画地の形状等

④地域的特性　

⑤地域要因の将

(3)最有効使用の判定　

東 ｍ、西 南 北ｍ、 ｍｍ、 ②標準的使用

間口　約 ｍ、 奥行　約 ｍ、 規模 ㎡程度、 形状

特記

事項

街

路

②地積

（㎡） ( )

処理施
設状況

交通

施設

法令

規制

取引事例比較法

収益還元法　　

原価法　　　　

比準価格

収益価格

積算価格

円／㎡

円／㎡

円／㎡

(4)対象基準地
　 の個別的要

①　代表標準地　　標準地

標準地番号

⑦

内

訳

②時点 ③標準化 ⑤個別的 ⑥対象基準地
　修正 　補正 　要因の

　比較 　（円／㎡）

100

　接近の状況　　　　

　来予測

況

(5)鑑定評価の手法
　 因

(8)

公規価

示準格

価と

格し

をた

(9)

指か

定ら

基の

準検

地討

(10)

対年ら

象標の

基準検

準価討

地格

の等

前か

①指定基準地番号

－

公示価格

円／㎡

－

円／㎡

前年指定基準地の価格

][

][

100

④地域要
　因の比
　較　　

][

100

100

][

　の規準価格

②時点 ③標準化 ⑤個別的 ⑥対象基準地
　修正 　補正 　要因の

　比較 　（円／㎡）

100

][

][

100

④地域要
　因の比
　較　　

][

100

100

][

　の比準価格
⑦

内

訳

標

準

化

補

正

　街路

　交通

　環境

　画地

　行政

その他

標

準

化

補

正

　街路

　交通

　環境

　画地

　行政

その他

地

域

要

因

　街路

　交通

　環境

　行政

その他

地

域

要

因

　街路

　交通

　環境

　行政

その他

①－２基準地が共通地点(代表標準地等と同一地点)
である場合の検討

　前年標準価格

　標準地番号 －

円／㎡

円／㎡　　　公示価格

②変動率 年間 半年間％ ％

③

価 変

格 動

形 状

成 況

要

因

の

一般的

要 因

地 域

要 因

個別的

要 因

店舗兼住宅 各種中小規模の店舗が建
ち並ぶ近隣商業地域

大西停近接

特記すべき事項はない １５ｍ　県道 大西停　北西方近接

市内の中古収益物件等の床需要減退は継続中で事業の継続可能性・地
価下落リスクに対する不安から購入希望者の慎重な姿勢が崩れない。

バブル経済期に商業経営のピークを迎え、業種入れ替え・テナント転
出等を経験し、経済活動は悲観的で新規出店は認められない。

ない

当該地域は、名護市中心部を南北縦貫する県道８４号線沿いの既成商業地域である。旧市街地における相対的商
業床需要の減退は継続中であるが、地価は底値感の浸透から相場下限値で概ね横這い傾向にある。

年 月 日

年 月 日

更地としての鑑定評価

１㎡当たりの価格

(４)鑑定評価日

(５)価格の種類

円／㎡[　　 　年1月]

鑑定評価額

(１)価格時点

(２)実地調査日

(３)鑑定評価の条件

円

年 月 日

円／㎡

正常価格

１ 基本的事項

(６)

路線価又は倍率

倍率種別

倍
路
線
価

(7)試算価格の調整・

　 額の決定の理由　　　
　 検証及び鑑定評価

(6)市場の特性

景気動向を見据えた投資サイドの厳しい台所事情や地価下落リスク等を反映し、近隣地域及びその周辺において新築や
建替えの収益用不動産は見受けられない。昨今の建築費高騰期の下、元本価格に見合う賃料水準では賃貸経営は困難で
あり収益還元法の適用は現実的でなく、適用しなかった。素通り的感のある第三者賃貸市場が低位な地域特性の下、市
場の実態を反映する実証的かつ客観的な比準価格を妥当と判断し、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

同一需給圏は名護市中心市街地に延びる幹線道路及び準幹線道路沿い等の商業地域。名護十字路を中心とする旧繁華街
の北側で、需要者の中心は自己の業務用不動産市場に参入する個人、法人事業者等が想定される。古型化した小規模な
自用の店舗、事務所等が多く、駐車場確保等が困難な場所柄から、大規模な駐車場設備を擁する郊外型大型店舗等への
客足の流れは継続中である。更地の取引は少なく、中古建物込みで３，０００万円程度が需要の中心である。

①－１対象基準地の検討
継続　　新規

代表標準地　　標準地

宅地-1

日提出年 月

名護(県) －5 1

開発法　　　　 開発法による価格 円／㎡

の適用

印

業者名

氏名

基準地番号 提出先 所属分科会名

平成 30

平成 30 7 1

平成 30 7 9

名護(県)　5 － 1 沖縄県 沖縄 不動産鑑定士 山内　博人

株式会社　バード不動産鑑定所

平成 30 7 2

平成 30 7 9

（その他）

名護市大南１丁目５３５番
｢大南１－４－１０｣

297

1：1.5 ＲＣ 2

北東15 m

県道

水道、

下水

（都） 近商
(80,200)

170 0 80 30 中低層店舗兼共同住宅地

15 21 320 ほぼ長方形

（都） 近商
(80,200)

中低層店舗兼共同住宅地 ない

65,000

／

／

／

平成30 52,000

19,300,000 65,000

□ □

□ □

□ □

■
65,000

0.0



別記様式第６ 鑑定評価書（ 年地価調査）

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基

準

地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等　　

③形状

①範囲　　　　

④敷地の利用の現 ⑤周辺の土地の利用の状
況

⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

⑨法令上の規制等

(2)

近

隣

地

域

③標準的画地の形状等

④地域的特性　

⑤地域要因の将

(3)最有効使用の判定　

東 ｍ、西 南 北ｍ、 ｍｍ、 ②標準的使用

間口　約 ｍ、 奥行　約 ｍ、 規模 ㎡程度、 形状

特記

事項

街

路

②地積

（㎡） ( )

処理施
設状況

交通

施設

法令

規制

取引事例比較法

収益還元法　　

原価法　　　　

比準価格

収益価格

積算価格

円／㎡

円／㎡

円／㎡

(4)対象基準地
　 の個別的要

①　代表標準地　　標準地

標準地番号

⑦

内

訳

②時点 ③標準化 ⑤個別的 ⑥対象基準地
　修正 　補正 　要因の

　比較 　（円／㎡）

100

　接近の状況　　　　

　来予測

況

(5)鑑定評価の手法
　 因

(8)

公規価

示準格

価と

格し

をた

(9)

指か

定ら

基の

準検

地討

(10)

対年ら

象標の

基準検

準価討

地格

の等

前か

①指定基準地番号

－

公示価格

円／㎡

－

円／㎡

前年指定基準地の価格

][

][

100

④地域要
　因の比
　較　　

][

100

100

][

　の規準価格

②時点 ③標準化 ⑤個別的 ⑥対象基準地
　修正 　補正 　要因の

　比較 　（円／㎡）

100

][

][

100

④地域要
　因の比
　較　　

][

100

100

][

　の比準価格
⑦

内

訳

標

準

化

補

正

　街路

　交通

　環境

　画地

　行政

その他

標

準

化

補

正

　街路

　交通

　環境

　画地

　行政

その他

地

域

要

因

　街路

　交通

　環境

　行政

その他

地

域

要

因

　街路

　交通

　環境

　行政

その他

①－２基準地が共通地点(代表標準地等と同一地点)
である場合の検討

　前年標準価格

　標準地番号 －

円／㎡

円／㎡　　　公示価格

②変動率 年間 半年間％ ％

③

価 変

格 動

形 状

成 況

要

因

の

一般的

要 因

地 域

要 因

個別的

要 因

店舗兼住宅 小売店舗、事務所が建ち
並ぶ近隣商業地域

名護城入口停近接

特記すべき事項はない １５ｍ　県道 名護城入口停　南東方
近接

市内の中古収益物件等の床需要減退は継続中で事業の継続可能性・地
価下落リスクに対する不安から購入希望者の慎重な姿勢が崩れない。

バブル経済期に商業経営のピークを迎え、業種入れ替え・テナント転
出等を経験し、経済活動は悲観的で新規出店は認められない。

角地　０％　側道は旧水路（暗渠）であり建築基準法上の道路でない
等増価要因として考慮しなかった。

当該地域は、ひんぷんガジュマル南東側に位置する県道８４号線沿いの既成商業地域である。旧市街地における
相対的商業床需要の減退は継続中であるが、地価は底値感の浸透から相場下限値で概ね横這い傾向にある。

年 月 日

年 月 日

更地としての鑑定評価

１㎡当たりの価格

(４)鑑定評価日

(５)価格の種類

円／㎡[　　 　年1月]

鑑定評価額

(１)価格時点

(２)実地調査日

(３)鑑定評価の条件

円

年 月 日

円／㎡

正常価格

１ 基本的事項

(６)

路線価又は倍率

倍率種別

倍
路
線
価

(7)試算価格の調整・

　 額の決定の理由　　　
　 検証及び鑑定評価

(6)市場の特性

景気動向を見据えた投資サイドの厳しい台所事情や地価下落リスク等を反映し、近隣地域及びその周辺において新築や
建替えの店舗・事務所は見受けられない。昨今の建築費高騰期の下、元本価格に見合う賃料水準では賃貸経営は困難で
あり収益還元法の適用は現実的でなく、適用しなかった。本件では、指定基準地との検討を踏まえ、市場の実態を反映
する実証的かつ客観的な比準価格をもって鑑定評価額を上記のとおり決定した。

同一需給圏は名護市中心市街地に延びる幹線道路及び準幹線道路沿い等の商業地域。名護十字路を中心とする旧繁華街
の南側で、需要者の中心は自己の業務用不動産市場に参入する個人、地元宅建業者等が想定される。小規模・零細な店
舗、事務所兼居宅等が建ち並び、顧客誘客の強い核店舗等は見られない。商業床需要は低位で、周辺は共同住宅地への
用途転換が虫食い的に進展している。更地の取引は少なく、中古建物込みで２，０００万円程度が需要の中心である。

①－１対象基準地の検討
継続　　新規

代表標準地　　標準地

宅地-1

日提出年 月

名護(県) －5 2

開発法　　　　 開発法による価格 円／㎡

の適用

印

業者名

氏名

基準地番号 提出先 所属分科会名

平成 30

平成 30 7 1

平成 30 7 9

名護(県)　5 － 2 沖縄県 沖縄 不動産鑑定士 山内　博人

株式会社　バード不動産鑑定所

平成 30 7 2

平成 30 7 9

（その他）

名護市東江１丁目２９４番
｢東江１－５－３９｣

182

台形

1：2 ＲＣ 2

南西15 m

県道、

南東側道

水道、

下水

（都） 近商
(80,300)
準防

20 50 50 50 低層店舗兼共同住宅地

10 20 200 ほぼ長方形

（都） 近商
(80,300)
準防

低層店舗兼共同住宅地 角地                          0.0

59,000

／

／

／

平成30 47,000

10,700,000 59,000

□ □

名護(県) 5 1

65,000

100.0

100.0 110.1

100.0
59,000

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

+3.0

+8.0

-1.0

0.0

□ □

□ □

■
59,000

0.0



別記様式第６ 鑑定評価書（ 年地価調査）

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基

準

地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等　　

③形状

①範囲　　　　

④敷地の利用の現 ⑤周辺の土地の利用の状
況

⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

⑨法令上の規制等

(2)

近

隣

地

域

③標準的画地の形状等

④地域的特性　

⑤地域要因の将

(3)最有効使用の判定　

東 ｍ、西 南 北ｍ、 ｍｍ、 ②標準的使用

間口　約 ｍ、 奥行　約 ｍ、 規模 ㎡程度、 形状

特記

事項

街

路

②地積

（㎡） ( )

処理施
設状況

交通

施設

法令

規制

取引事例比較法

収益還元法　　

原価法　　　　

比準価格

収益価格

積算価格

円／㎡

円／㎡

円／㎡

(4)対象基準地
　 の個別的要

①　代表標準地　　標準地

標準地番号

⑦

内

訳

②時点 ③標準化 ⑤個別的 ⑥対象基準地
　修正 　補正 　要因の

　比較 　（円／㎡）

100

　接近の状況　　　　

　来予測

況

(5)鑑定評価の手法
　 因

(8)

公規価

示準格

価と

格し

をた

(9)

指か

定ら

基の

準検

地討

(10)

対年ら

象標の

基準検

準価討

地格

の等

前か

①指定基準地番号

－

公示価格

円／㎡

－

円／㎡

前年指定基準地の価格

][

][

100

④地域要
　因の比
　較　　

][

100

100

][

　の規準価格

②時点 ③標準化 ⑤個別的 ⑥対象基準地
　修正 　補正 　要因の

　比較 　（円／㎡）

100

][

][

100

④地域要
　因の比
　較　　

][

100

100

][

　の比準価格
⑦

内

訳

標

準

化

補

正

　街路

　交通

　環境

　画地

　行政

その他

標

準

化

補

正

　街路

　交通

　環境

　画地

　行政

その他

地

域

要

因

　街路

　交通

　環境

　行政

その他

地

域

要

因

　街路

　交通

　環境

　行政

その他

①－２基準地が共通地点(代表標準地等と同一地点)
である場合の検討

　前年標準価格

　標準地番号 －

円／㎡

円／㎡　　　公示価格

②変動率 年間 半年間％ ％

③

価 変

格 動

形 状

成 況

要

因

の

一般的

要 因

地 域

要 因

個別的

要 因

店舗 国道沿いに郊外型店舗、
飲食店等が建ち並ぶ路線
商業地域

為又停520 m

比較的規模の大きい低層店舗
等が建ち並ぶ路線商業地域

３０ｍ国道 為又停南東方520 m

名護市の人口は微増しているが、区画整理地域にアパートの建築が続
き、やや供給過多の傾向がみられる。

国道５８号沿いの店舗構成に特に変化はないが、飲食店や物販店舗は
観光客増加の影響を受けている。

規模・形状は標準的であるが、角地であり、出入りの利便性等の関係
から市場選好性がやや高い。

国道５８号沿いに比較的規模の大きな低層店舗が建ち並ぶ地域であり、各種店舗の相乗効果も見られ市場性は堅
調である。地価上昇が続いており当分このような市場状況であると判断する。

年 月 日

年 月 日

更地としての鑑定評価

１㎡当たりの価格

(４)鑑定評価日

(５)価格の種類

円／㎡[　　 　年1月]

鑑定評価額

(１)価格時点

(２)実地調査日

(３)鑑定評価の条件

円

年 月 日

円／㎡

正常価格

１ 基本的事項

(６)

路線価又は倍率

倍率種別

倍
路
線
価

(7)試算価格の調整・

　 額の決定の理由　　　
　 検証及び鑑定評価

(6)市場の特性

比準価格は、事情補正のない幹線道路沿いの商業地の事例を基に求めたものである。本件で重視した事例は、取引時点
が新しく地域格差が小さい更地の取引であり、規範性が高い。収益価格は、近年の建築費高騰により収益性が低下し価
格も低位に止まったため参考に止める。本件においては、比準価格を妥当と判断して採用し、一般的要因の分析も踏ま
え、指定基準地との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

同一需給圏は名護市の内、価格帯が高位でかつ幹線道路沿いの商業地域であると判断する。当該地域は、発展を続ける
国道５８号バイパス沿いに存する。名護東道路の開通により若干車両通行量の分散は認められるものの入域観光客が増
加しているため飲食店舗を中心に収益性の向上が見られる。需要者層は規模が大きく総額が嵩むため県内外の法人であ
り、中心の価格帯は概ね７４，０００円／㎡前後であり、総額では、１億円から２億円となっている。

①－１対象基準地の検討
継続　　新規

代表標準地　　標準地

宅地-1

日提出年 月

名護(県) －5 3

開発法　　　　 開発法による価格 円／㎡

の適用

印

業者名

氏名

基準地番号 提出先 所属分科会名

平成 30

平成 30 7 1

平成 30 7 9

名護(県)　5 － 3 沖縄県 沖縄 不動産鑑定士 大嶺　克成

株式会社まるい鑑定所

平成 30 6 29

平成 30 7 6

（その他）

名護市宮里７丁目１４７６番５
｢宮里７－２－５５｣

1,753

1：1.5 Ｓ 1

北西30 m

国道、

南西側道

水道、

下水

（都） 準住居
(60,200)

(70,200)

150 100 50 80 低層店舗地

35 50 1,700 ほぼ長方形

（都） 準住居
(60,200)

低層店舗地 角地 +3.0

74,000

40,000

／

／

平成30 56,000

130,000,000 74,000

□ □

名護(県) 5 1

65,000

100.0

100.0 90.5

103.0
74,000

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

+4.0

-13.0

0.0

0.0

□ □

□ □

■
71,900

+2.9


